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日
本
郵
政
株
式
会
社
社
長
等
の
人
事
と
政
府
の
天
下
り
問
題
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

日
本
郵
政
株
式
会
社
（
以
下
「
日
本
郵
政
」
と
い
う
。）
は
、
去
る
十
月
二
十
八
日
に
唯
一
の
株
主
で
あ
る
国
（
亀
井
郵
政


金
融
担
当
大
臣
が
出
席
）
の
下
、
臨
時
株
主
総
会
を
開
催
し
、
取
締
役
と
し
て
齋
藤
次
郎
元
大
蔵
事
務
次
官
以
下
十
六
名
を
選

任
し
た
。
さ
ら
に
同
日
の
取
締
役
会
で
新
た
に
選
任
さ
れ
た
取
締
役
の
中
か
ら
官
僚
出
身
者
で
あ
る
齋
藤
氏
を
社
長
に
、
坂
篤

郎
元
内
閣
官
房
副
長
官
補
と
足
立
盛
二
郎
元
郵
政
事
業
庁
長
官
を
そ
れ
ぞ
れ
副
社
長
に
選
任
し
た
。
一
方
、
民
主
党
の
マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
２
０
０
９
に
は
、「
天
下
り
を
根
絶
し
ま
す
」、「
天
下
り
、
渡
り
の
斡
旋
を
全
面
的
禁
止
」
と
明
記
し
て
い
る
。 

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

会
社
法
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
た
る
日
本
郵
政
の
取
締
役
の
指
名
は
、
指
名
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
今

回
、
指
名
委
員
会
は
齋
藤
氏
等
を
指
名
し
た
の
か
。
仮
に
指
名
委
員
会
が
指
名
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
手
続

で
選
任
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
手
続
は
合
法
な
の
か
、
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
政
府
が
民
間

企
業
の
ト
ッ
プ
を
指
名
す
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
の
か
。 

二 

鳩
山
内
閣
は
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
２
０
０
９
に
沿
っ
て
、「
天
下
り
の
根
絶
」「
天
下
り
、
渡
り
の
斡
旋
の
全
面
禁
止
」

を
実
行
す
べ
き
立
場
に
あ
る
が
、
そ
の
方
針
を
確
認
し
た
い
。
ま
た
、｢
天
下
り｣

、｢

渡
り｣

、｢

天
下
り
、
渡
り
の
斡
旋｣

の



そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 
齋
藤
元
次
官
、
坂
元
副
長
官
補
及
び
足
立
元
長
官
を
日
本
郵
政
の
取
締
役
に
充
て
た
人
事
は
「
天
下
り
」
及
び
「
渡
り
」

に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
今
回
の
日
本
郵
政
の
人
事
は
、
亀
井
郵
政

金
融
担
当
大
臣
が
鳩
山
総
理
の
了
解
の

下
、
十
月
二
十
一
日
、
次
期
社
長
に
齋
藤
氏
を
充
て
る
人
事
を
発
表
し
た
が
、
こ
う
し
た
人
事
は
亀
井
郵
政

金
融
担
当
大

臣
に
よ
る
「
天
下
り
、
渡
り
の
斡
旋
」
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

四 

鳩
山
総
理
は
、
今
回
の
人
事
に
つ
い
て
、
「『
元
官
僚
で
は
な
い
か
』
と
議
論
し
た
が
、
能
力
の
あ
る
方
な
ら
認
め
る
べ
き

と
い
う
結
論
に
達
し
た
」
と
説
明
し
て
い
る
。
鳩
山
内
閣
は
「
能
力
の
あ
る
人
な
ら
ば
、
公
務
員
Ｏ
Ｂ
か
ど
う
か
は
問
題
に

す
べ
き
で
な
い
」
と
の
見
解
と
考
え
て
よ
い
か
。
一
方
、
現
状
に
お
い
て
、
能
力
の
無
い
公
務
員
Ｏ
Ｂ
が
、
独
立
行
政
法
人

や
公
益
法
人
の
役
員
な
ど
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
い
る
例
は
、
政
府
の
認
識
す
る
範
囲
で
い
く
つ
存
在
す
る
か
。
現
行
の
国
家

公
務
員
法
で
は
、
能
力
の
有
無
を
問
わ
ず
、
公
務
員
Ｏ
Ｂ
の
斡
旋
を
禁
止
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
仮
に
右
の
見
解

を
と
る
場
合
、
現
行
制
度
よ
り
天
下
り
を
解
禁
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、「
天
下
り
の
根
絶
」
と
の
整
合
性
を
ど
う
説
明
す
る

の
か
。 

五 

鳩
山
総
理
は
、
齋
藤
元
次
官
は
「
民
間
で
も
働
い
て
い
た
」
と
の
論
拠
で
、
今
回
の
人
事
を
認
め
た
と
も
説
明
し
て
い
る
。



鳩
山
内
閣
は
、「
い
っ
た
ん
民
間
に
天
下
っ
た
公
務
員
Ｏ
Ｂ
は
、『
民
間
で
も
働
い
て
い
た
』
の
で
、
以
後
、
公
務
員
Ｏ
Ｂ
で

あ
っ
た
こ
と
を
問
題
に
す
べ
き
で
な
い
」
と
の
見
解
と
考
え
て
よ
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
渡
り
の
斡
旋
を
全
面
的
に

禁
止
」
と
い
う
方
針
と
の
整
合
性
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 

 


